
新たな過疎対策法の制定について

平成 21年 11月

奈 良 県

【提案先】総務省・農林水産省・国土交通省

提案事項

平成２２年３月末に現行過疎地域自立促進特別措置法が失効する

ことから、引き続き過疎地域の総合的な活性化を推進するため、新た

な過疎対策法の制定に向けて、以下の事項について提案する。

○新たな過疎対策の理念の確立

国土保全、水源の涵養、食料・エネルギーの過疎地域が果たしている多面的・公益的役割（

供給、自然とのふれあいの場の提供等 と連携・協）を正しく評価し、新しい過疎対策の理念（自律

）を確立すること。働による地域経営

○現行過疎地域の指定の継続

過疎地域の指定要件と指定単位については、基本的に現行の過疎地域を引き続き指定する

こと。

○過疎対策事業債の対象範囲の拡大

地方交付税の充実、強化により、過疎地域市町村の財政基盤を確立し、併せて、過疎対策事

業債について、財政措置を堅持するとともに、現行法では対象外の事業（ ）やソフ幼稚園整備等

ト事業（ ）にも充当できるよう対象範囲を拡大すること。医師確保等

○維持・存続が危ぶまれる集落の支援策の充実・強化

維持・存続が危ぶまれる集落の活性化に集落住民が主体的に取り組めるよう、必要な支援策

集落を支える人材の育成確保、コミュニティビジネスの立ち上げなどＩターン者・ＮＰＯ等との協働（

）を充実・強化すること。による集落運営を促す施策等

○医療の確保、交通の確保等各種生活基盤の確立

自治医大の定員増や県負担金への財政支援 バス等公共交医療確保対策（ ）、交通確保対策（

）、学習環境の整備（ ）等を、通機関の利便性向上のための取組等 ＩＴを活用した学習環境の向上

広域的事業による対応も含めて積極的に推進すること。

○産業の振興、雇用の場の確保

地域産業である農林水産業のブランド化等活性化及び過疎地域への企業の進出や起業を促

進するための施策を強化するとともに、産業活動の活性化に必要な京奈和自動車道をはじめと

する幹線道路の整備を促進すること。また、過疎地域の雇用確保を目的として県等が行う企業

用地造成事業などを広域過疎対策事業と位置づけ、過疎対策事業債の対象とするなどの支援

。を行うこと

現状と問題点

１１１１．．．．これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、

「奈良県過疎地域自立促進方針・計画(後期)」

（Ｈ１７～２１年度）を策定し、過疎地域の自立

促進を目的に過疎対策を推進。

本県の過疎地域

一般国道１６８号七色高架橋大和高原地域及び五條・吉野地域 １４市町村

２２２２．．．．本県過疎地域本県過疎地域本県過疎地域本県過疎地域のののの現況現況現況現況

しかし、本県過疎地域におい

ては、全国過疎地域の平均を上

回る人口減少をはじめ、高齢化

の進行、若年層の流出など多岐

にわたる課題を抱えており、厳し

い現状にある。

このため、現行「過疎地域自

立促進特別措置法」の失効後

も、引き続き総合的な過疎対

策が必要である。

【県担当部局】 地域振興部地域づくり支援課

５５５５年間人口増減推移年間人口増減推移年間人口増減推移年間人口増減推移12.6 15.8 12.2 7.9 5.4 4.0 -1.5-8.70.8-5.9-2.5-4.5-4.8-6.5-8.3 -4.8-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.0
S45/40 S50/45 S55/50 S60/55 H2/S60 H7/2 H12/7 H17/12

(％) 全国平均奈良県平均全国過疎地域平均奈良県過疎地域平均

奈良県過疎地域奈良県過疎地域奈良県過疎地域奈良県過疎地域のののの高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・若年者比率若年者比率若年者比率若年者比率のののの推移推移推移推移
10.3 12.2 14.5 16.3 19.3 23.2 27.2 31.221.9 21.4 19.5 17.6 16.4 16.0 15.6 14.20.05.010.015.020.025.030.035.0

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17
（％） 65歳以上15歳未満



１１１１．．．．奈良県奈良県奈良県奈良県のののの過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの概況概況概況概況

(1)過疎地域市町村数及び面積

●過疎地域市町村数 １４市町村（県全体３９市町村の３５．９％）

●面積 ２，６８３．93 （県総面積３，６９１．09 の７２．７％）

うち可住地面積 ９４．65 可住地面積比率 ３．６％

林野面積 ２，３４９．63 林野率 ８７．６％

図表１ 奈良県の過疎地域市町村
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２２２２ 過疎対策過疎対策過疎対策過疎対策のののの実績実績実績実績とととと成果成果成果成果

昭和４５年の「過疎地域対策緊急措置法」の制定以来、４次にわたる特●

別措置法に基づき、各種過疎対策事業を実施

国道・県道・市町村道等道路網や都市型ケーブルテレビ・高速インターネッ

ト網等交通通信基盤の整備、上下水道や消防施設等生活環境の整備等が一定程

度進み、非過疎地域との格差が改善

図表　奈良県の過疎対策の推移
（単位：百万円、％）県 市町村 合計前期(S45～S49)後期(S50～S54）前期(S55～S59) 地域の特性を活かし、都市と一体となった定住環境の整備を図ることにより、過疎地域の住民が定住の魅力を持ち得るような環境を新たにつくり出すための地域振興の方途を図る。 33,203 32,726 65,929後期(S60～H元） 地域の特性に応じた地域振興、生活の向上・産業振興のための基盤整備を基本方向に据えた施策を実施。 54,055 28,645 82,700前期(H 2～H 6) ①地域活性化のための戦略的、重点的プロジェクトの実施及び支援②地域特性を活かした産業の振興及び雇用の増大③広域的観点からの施策の展開 87,371 63,868 151,239後期(H 7～H11) 国民の価値観の多様化や高齢化、情報化などの社会情勢の変化に対応し、①自然や歴史文化資源等を活用した地域づくりや地域間交流の促進②農林業後継者の育成や高齢者の社会参加など地域を担う人材の育成③公益的機能をもつ森林等の保全等の施策を推進 103,705 90,101 193,806

前期(H12～H16) 道路網の整備等の生活基盤整備及び農林業をはじめとする産業振興施策等に加え、地域間交流の促進、自然や歴史文化資源等を活用した、美しく、個性的で魅力ある地域づくりなど新しい視点を踏まえ、積極的な過疎地域自立促進のための諸施策を実施 94,007 70,358 164,365後期(H17～H21) 4つの基本方向「産業振興の強化と安定した就業の場の確保」「交通通信体系の整備」「安全、安心、快適な生活環境の整備」「魅力ある地域づくりと地域間交流の推進」に基づき、積極的な過疎地域自立促進のための諸施策を実施 39,730 35,291 75,021441,499 348,456 789,955

昭55～平元 過疎地域振興特別措置法

計

平2～平11 過疎地域活性化特別措置法
平12～平21 過疎地域自立促進特別措置法

法律名 県計画の特徴昭45～昭54 過疎地域対策緊急措置法 多岐にわたる振興計画の中でも、本県の過疎地域は面積が広く地形が急峻で地理的条件に恵まれないことから、特に道路を中心とした交通通信体系の整備に重点を置く。 29,428 27,467 56,895事業実績額

H17～H20　４ヶ年実績

国道１６８号 七色高架橋
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